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株主各位

証 券 コ ー ド  2 3 4 2
（発送日）2024年５月29日

（電子提供措置の開始日）2024年５月28日

株 主 各 位
福 岡 市 中 央 区 天 神 二 丁 目 ３ 番 3 6 号

株 式 会 社 ト ラ ン ス ジ ェ ニ ッ ク
代表取締役社長 福 永 健 司

https://www.transgenic.co.jp/ir/stock/meeting/

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第26期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

　さて、当社第26期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますの

で、ご通知申し上げます。

　本定時株主総会の招集に際しては、法令及び定款の定めに基づき、株主総
会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとっており、以下
ウェブサイトに掲載しておりますが、書面交付請求の有無にかかわらず、
すべての株主の皆様に、従前どおりの書面をお送りいたします。

　・当社ウェブサイト

以下ＵＲＬにアクセスして、「第26期 定時株主総会（2024年６月20日）」
にお進みください。

　・東京証券取引所（東証）ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

以下ＵＲＬにアクセスして、「銘柄名（会社名）」または「コード」の欄に
「トランスジェニック」または「2342」を入力し、当社情報欄の「基本情
報」をご選択のうえ、「縦覧書類/ＰＲ情報」「株主総会招集通知 / 株主総
会資料」の順にお進みください。

　なお、当日ご出席されない場合は、インターネットまたは書面によって議決権を
行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のう
え、2024年６月19日（水曜日）午後６時までに議決権行使についてのご案内（３
頁）に従って、議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬　具
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株主各位

１．日 時 2024年６月20日（木曜日）午後２時（開場　午後１時30分）
２．場 所 福岡市中央区天神二丁目５番55号

　レソラ天神　５階　「レソラホール」
（末尾の会場ご案内図をご参照ください）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 1. 第26期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）

事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び
監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第26期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）
計算書類の内容報告の件

決 議 事 項
第1号議案
第2号議案
第3号議案
第4号議案
第5号議案

剰余金の配当の件
定款一部変更の件
取締役２名選任の件
監査役３名選任の件
取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付
与のための報酬改定の件

＜電子提供制度に関するお問い合わせ先＞

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部テレホンセンター

電子提供制度専用ダイヤル0120-696-505

（受付時間　土・日祝日を除く平日 9：00～17：00）

https://www.tr.mufg.jp/daikou/denshi.html

記

以　上

○当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くだ

さいますようお願い申し上げます。

○電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令および当社定款の規定に

基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しており

ません。なお、監査役および会計監査人は次の事項を含む監査対象書類を監査して

おります。

・事業報告「２.(5)業務の適正を確保するための体制」

・事業報告「２.(6)業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要」

・事業報告「２.(7)会社の支配に関する基本方針」

・連結計算書類「連結注記表」

・計算書類「個別注記表」

○電子提供措置事項に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト及

び東証ウェブサイトにその旨、修正前および修正後の事項を掲載いたします。

○電子提供制度または書面交付請求に関する詳細は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社証

券代行部までお問い合わせください。
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議決権行使についてのご案内

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。

株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使くださいますようお願

い申し上げます。

議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に

ご出席される場合

インターネットで議決権を

行使される場合

書面（郵送）で議決権を

行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付

にご提出ください。

次頁の案内に従って、議案の

賛否をご入力ください。

議決権行使書用紙に議案に対

する賛否をご表示のうえ、切

手を貼らずにご投函くださ

い。

日　時 行使期限 行使期限

2024年６月20日（木曜日）

午後２時

（受付開始:午後１時30分）

2024年６月19日（水曜日）

午後６時入力完了分まで

2024年６月19日（水曜日）

午後６時到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

こちらに議案の賛否をご記入ください。

第１・２・５号議案

● 賛成の場合 「賛」の欄に〇印

● 反対する場合 「否」の欄に〇印

第３・４号議案

● 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印

● 全員反対する場合 「否」の欄に〇印

●
一部の候補者に

反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、

反対する候補者の番号を

ご記入ください。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○

議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

※議決権行使書用紙はイメージです。

見 本

・インターネット及び書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権

行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権

行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

・書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、各議案に対する賛否の表示が

ない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
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議決権行使についてのご案内

インターネットによる議決権行使のご案内

ＱＲコードを読み取る方法
ログインＩＤ・仮パスワードを

入力する方法

議決権行使書用紙に記載のログインＩＤ、仮パス

ワードを入力することなく、議決権行使サイトに

ログインすることができます。

議決権行使

ウェブサイト
https://evote.tr.mufg.jp/

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。２

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってく
ださい。

１

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議　決　権　の　数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○

議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議　決　権　の　数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○

議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード
見 本

見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。３

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。１

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パ
スワード」を入力しクリックしてください。

２

「ログインID・
仮パスワード」
を入力

「ログイン」を
クリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク

0120－173－027
（通話料無料／受付時間 ９:00～21:00）
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事業の状況

（2023年４月１日から
2024年３月31日まで）

（提供書面）

事　 業　 報　 告

１. 企業集団の現況
(1) 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症に対

する行動規制の緩和に伴うインバウンド需要の増加や賃金引上げにより緩

やかな回復基調が見られましたが、円安を基調とした急激な為替の変動や

エネルギー・原材料価格の高騰が継続しており、依然として先行き不透明

な状況で推移いたしました。

このような環境の中、創薬支援事業は、株式会社新薬リサーチセンター

（以下、「新薬リサーチセンター」といいます。）の中央研究所（北海道恵

庭市）の非臨床試験受託事業について、株式会社安評センター（以下、

「安評センター」といいます。）へ集約を行うことを2023年４月に決定い

たしました。この決定に伴い、中央研究所の主要施設である動物試験施設

については既受注試験終了後に計画通り稼働を停止した結果、新薬リサー

チセンターの売上高は前期比で減少いたしました。一方、安評センター

は、海外からの遺伝毒性試験の好調な受注獲得を背景に受託試験の案件数

は増え、売上高も前期比で増加いたしましたが、より高収益な事業体への

転換を図るため、中期発がん性試験などの高付加価値・差別化可能な新規

サービスの導入や既存サービスの即戦力となる人員補強及び施設の拡充を

積極的に進めたため、これらの先行投資に係る費用負担が生じました。

投資・コンサルティング事業につきましても、株式会社ＴＧＭにおいて

大型受注案件が完了したほか、その他の子会社においても円安を背景とす

る物価上昇を受けた販売価格の改定及び営業力の強化を進めたことで、前

期比で大幅な増収・増益となりました。

これらの結果、当連結会計年度における当社グループの売上高は

13,083,458千円（前期比14.5％増）となりました。また、営業損益につき

ましても89,436千円の利益（前期は25,150千円の損失）となりました。

経常利益につきましては、為替差益等の営業外収益88,462千円を計上し

た一方、支払利息等の営業外費用69,572千円を計上した結果、108,326千

円（前期比45.6％減）となりました。

－ 5 －
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事業の状況

また、親会社株主に帰属する当期純利益につきましては、支払解決金等

の特別損失65,298千円、「法人税、住民税及び事業税」48,938千円、法人

税等調整額△9,844千円及び非支配株主に帰属する当期純損失98千円を計

上した結果、4,085千円の利益（前期は409,668千円の損失）となりまし

た。

イ. 創薬支援事業

当連結会計年度の業績につきましては、上記のとおり、新薬リサー

チセンターの中央研究所の非臨床試験受託事業を安評センターへ集約

する過程において新薬リサーチセンターの売上は減少したものの、安

評センターの売上増加のほか、前期末にグループに加入した株式会社

ＭＡＳＣの売上が寄与し増収となりました。一方、安評センターにお

ける高付加価値新規サービスの導入や既存サービスの即戦力となる人

員の補強及び施設の拡充のための先行投資を積極的に行った結果、営

業費用は増加いたしました。

この結果、売上高につきましては2,318,244千円（前期比2.9％増）

となり、営業利益につきましても138,583千円の損失（前期は20,659

千円の利益）となりました。

ロ. 投資・コンサルティング事業

当連結会計年度の業績につきましては、株式会社ＴＧＭにおいて大

型受注案件が完了したほか、その他の子会社においても円安を背景と

する物価上昇を受けた販売価格の改定及び営業力強化を進めたことで

売上高が伸長し、セグメント利益も前期比で大幅に増加いたしまし

た。

この結果、売上高につきましては10,771,933千円（前期比17.3％

増）となり、営業利益につきましても429,661千円（前期比162.4％

増）となりました。

－ 6 －
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事業の状況

② 設備投資の状況

当連結会計年度において実施いたしました当社グループの設備投資の総

額は278,150千円であります。その主なものは、次のとおりであります。

創薬支援事業：動物飼育施設空調機等の更新     116,964千円

研究棟空調機の更新　　　　　　　12,500千円

なお、当連結会計年度において、重要な設備の除却、売却等はありませ

ん。

③ 資金調達の状況

当連結会計年度中に、グループ内の所要資金として、金融機関より短期

借入金として1,028,000千円、長期借入金として210,000千円の資金調達を

実施いたしました。

④ 他の会社の株式の取得の状況

該当事項はありません。

⑤ 他の会社の株式の処分の状況

該当事項はありません。

－ 7 －
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直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分
第23期

2021年３月期
第24期

2022年３月期
第25期

2023年３月期

第26期
(当連結会計年度)
2024年３月期

売 上 高(千円) 11,046,139 12,576,568 11,429,684 13,083,458

親会社株主に帰属する
当期純利益又は
親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失 ( △ )

(千円) 546,289 1,876,340 △409,668 4,085

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失(△)

(円) 31.45 109.52 △24.32 0.24

総 資 産(千円) 8,918,812 10,440,710 10,672,931 9,810,999

純 資 産(千円) 5,036,903 6,636,782 6,122,519 5,998,464

１株当たり純資産額 (円) 283.07 388.43 356.98 355.19

区 分
第23期

2021年３月期
第24期

2022年３月期
第25期

2023年３月期

第26期
(当事業年度)
2024年３月期

売上高及び営業収益(千円) 376,784 365,131 397,171 371,175

当 期 純 利 益 又 は
当 期 純 損 失 ( △ )

(千円) 179,994 2,712,136 △104,001 △662,189

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失(△)

(円) 10.36 158.30 △6.17 △39.41

総 資 産(千円) 4,728,457 7,632,527 7,986,410 6,941,992

純 資 産(千円) 4,390,506 6,836,784 6,658,334 5,860,758

１株当たり純資産額 (円) 252.79 406.51 394.96 353.18

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

① 企業集団の財産及び損益の状況

② 当社の財産及び損益の状況

（注）当社は、2021年４月１日付で、当社子会社へ当社事業（遺伝子改変マウス事業及び抗体

事業）を事業譲渡し、純粋持株会社体制へ移行しております。これに伴い、事業から生

じる収益については第24期から「営業収益」として計上しております。
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重要な親会社及び子会社の状況

会 社 名 資 本 金
当社の

議決権比率
主 要 な 事 業 内 容

㈱ 新 薬 リ サ ー チ セ ン タ ー 50,000千円 100.0％
医薬品・食品・化学品の非臨床試
験、医薬品・食品等の臨床試験

㈱ 安 評 セ ン タ ー 100,000千円
（間接所有）

100.0％

医薬品・食品・農薬・化学物質等
の安全性試験の受託・遺伝子改変
マウスの作製受託

㈱ メ デ ィ フ ォ ム 10,000千円 100.0％ 治験事務局業務、病院支援業務

医 化 学 創 薬 ㈱ 100,000千円  51.9％
糖鎖受託解析、糖鎖受託合成、抗
体作製受託・抗体関連製品の販売

㈱ プ ラ イ ミ ュ ー ン 22,000千円
（間接所有）

 51.9％
研究用試薬販売

㈱ルナパス毒性病理研究所 6,000千円 100.0％ 病理ピアレビューサービス

㈱ Ｍ Ａ Ｓ Ｃ 10,000千円 100.0％ 治験コーディネーター業務

㈱ Ｔ Ｇ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 10,000千円 100.0％ 経営コンサルティング

㈱ ル ー ペ ッ ク ス ジ ャ パ ン 8,000千円
（間接所有）

100.0％
情報通信機器関連の開発・販売

㈱ ア ウ ト レ ッ ト プ ラ ザ 30,000千円
（間接所有）

 99.9％
家電製品の小売・卸売

㈱ Ｔ Ｇ Ｍ 33,000千円
（間接所有）

100.0％
複層ガラス資材及びガラス加工設
備の輸入販売

ギ ャ ラ ッ ク ス 貿 易 ㈱ 20,000千円
（間接所有）

 99.9％
洋食器等の輸入販売

㈱ ホ ー プ 4,000千円
（間接所有）

100.0％
プリンタートナー等の輸入販売

㈱ 東 名 商 会 4,000千円
（間接所有）

100.0％
米袋等の企画・販売

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

　該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況
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(4) 対処すべき課題

グループの成長を維持し企業価値の持続的向上を実現するためには、事

業領域の両輪である創薬支援事業と投資・コンサルティング事業につい

て、双方の事業特性を活かしながら事業基盤の拡大を図っていくことが重

要であると考えております。

イ. 創薬支援事業

当事業は、創薬の初期段階である探索基礎研究・創薬研究から、非臨床

試験、臨床試験まで、創薬のあらゆるステージに対応できるシームレスな

サービスをグループで展開しております。

当事業は、人材及び設備に対する先行投資や中長期的な先端技術の開発

努力が必要とされる反面、成果獲得時には高収益が期待でき、中長期的に

大きな成長が期待できます。

当社は、グループ再編の完結ステージとして、経営資源集約を通じた更

なる事業運営の合理化、営業力の強化及び強い競争力を持つ中核会社の創

設を目的とし、2024年10月１日（予定）に新薬リサーチセンターと安評セ

ンターとの間で合併による経営統合を行うことを、2023年11月に決議いた

しました。新薬リサーチセンターは、基礎研究・探索研究の後に実施され

る非臨床薬効薬理試験受託領域に強みを持っているほか、研究開発の最終

ステージで実施される医薬・食品臨床試験受託サービスも提供しておりま

す。また、安評センターは、遺伝子改変マウス事業を有しているほか、小

動物から大動物まで網羅した安全性試験の受託が可能であり、特に、遺伝

子改変マウスを用いた遺伝毒性試験は国内外で高い競争力を誇っており、

水生生物・植物を用いた環境毒性試験にも強み・特徴を有する国内では数

少ないＣＲＯであります。さらに、新規サービス導入を決定した「中期発

がん性試験」も、高付加価値・差別化可能なサービスとなり得ると考えて

おります。本経営統合により、両社が有する強みある技術・事業の統合を

通じて、シームレスなトータルサービスの提供を可能にし、企業価値の最

大化を図ってまいります。
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ロ. 投資・コンサルティング事業

当事業では、Ｍ＆Ａによる新規事業の推進や事業承継等に係る助言・支

援サービスを行っております。Ｍ＆Ａによって当社グループに加入した企

業へ適切なサポートを実施することにより、グループ各社が着実に利益貢

献する基盤を構築し、グループ業績の拡大に寄与してまいりました。

後継者不足問題や国内市場の縮小による再編加速という環境の中、投

資・コンサルティング事業は、創薬支援事業と比較して優良投資先の発掘

及び投資による短期間での成果獲得が可能であり、安定した業績成長が見

込めると考えております。

円安傾向の定着や仕入コストの増加等で厳しい経営環境が予想されます

が、これまでにグループで培ったノウハウを活かして、既投資先の収益力

の向上に努めるとともに、リスク分散に配慮しながら投資先の発掘を行

い、今後も積極的な投資を継続してまいります。

事 業 区 分 事 業 内 容

創 薬 支 援 事 業

遺伝子改変マウスの作製、抗体作製受託、受託医薬品・食品の臨床
試験受託、治験コーディネーター業務、薬物動態試験、農薬・食品
関連物質等の安全性試験等の非臨床試験受託、病理ピアレビューサ
ービス

投 資 ・ コ ン サ ル
テ ィ ン グ 事 業

Ｍ＆Ａによる新規事業の推進
（主な運営事業）
情報通信機器関連の開発・販売、家電製品の小売・卸売、複層ガラ
ス用副資材及びガラス加工設備の輸入販売、洋食器等の輸入販売、
プリンタートナー等の輸入販売、米袋等の企画・販売

(5) 主要な事業内容（2024年３月31日現在）

名 称 所 在 地

本 社 福岡市中央区天神二丁目３番36号

神 戸 研 究 所 神戸市中央区

東 京 オ フ ィ ス 東京都千代田区

(6) 主要な事業所（2024年３月31日現在）

① 当社
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会 社 名 名 称 及 び 所 在 地

㈱ 新 薬 リ サ ー チ セ ン タ ー

本社：東京都千代田区

中央研究所：北海道恵庭市

神戸研究所：神戸市中央区

㈱ 安 評 セ ン タ ー

本社：静岡県磐田市

ジェノミクス事業部：神戸市中央区

久留米モダリティ分析センター：福岡県久留米市

㈱ メ デ ィ フ ォ ム 本社：北海道恵庭市

医 化 学 創 薬 ㈱
本社：北海道恵庭市

神戸研究所：神戸市中央区

㈱ プ ラ イ ミ ュ ー ン 本社：神戸市中央区

㈱ ル ナ パ ス 毒 性 病 理 研 究 所 本社：静岡県浜松市

㈱ Ｍ Ａ Ｓ Ｃ 本社：札幌市中央区

㈱ Ｔ Ｇ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 本社：福岡市中央区

㈱ ル ー ペ ッ ク ス ジ ャ パ ン 本社：横浜市港北区

㈱ ア ウ ト レ ッ ト プ ラ ザ 本社：東京都千代田区

㈱ Ｔ Ｇ Ｍ 本社：東京都千代田区

ギ ャ ラ ッ ク ス 貿 易 ㈱ 本社：東京都品川区

㈱ ホ ー プ 本社：埼玉県八潮市

㈱ 東 名 商 会 本社：岐阜県岐阜市

② 主要な子会社の事業所

事 業 区 分 使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

創 薬 支 援 事 業 161名 2名減

投資・コンサルティング事業 69名 2名増

全 社 （ 共 通 ） 6名 －

合 計 236名 －

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

6名 － 46.5歳 6.2年

(7) 使用人の状況（2024年３月31日現在）

① 企業集団の使用人の状況

（注）使用人数には、契約社員、パートタイマー及び派遣社員等臨時社員63名は含まれており
ません。

② 当社の使用人の状況
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借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 西 日 本 シ テ ィ 銀 行 524,500千円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 375,000千円

株 式 会 社 東 日 本 銀 行 308,116千円

(8) 主要な借入先の状況（2024年３月31日現在）

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。
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① 発行可能株式総数 43,630,100株

② 発行済株式の総数 16,999,141株

③ 株主数 12,256名

株 主 名 持 株 数 （ 株 ） 持 株 比 率 （ ％ ）

株 式 会 社 Ｓ Ｂ Ｉ 証 券 497,848 3.00

藤 井 正 樹 173,000 1.04

福 永 健 司 170,500 1.02

株 式 会 社 ム ト ウ 160,200 0.96

株式会社リムジンインタナショナル 152,900 0.92

原 田 育 生 150,000 0.90

水 越 　 敦 136,900 0.82

Ｊ．Ｐ．Ｍｏｒｇａｎ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ ｐｌｃ 127,800 0.77

山 崎 　 学 120,700 0.72

平 川 　 徹 106,300 0.64

株 式 数 （ 株 ） 交付対象者数（名）

取締役（社外取締役を除く） 26,000 4

２. 会社の現況

(1) 株式の状況（2024年３月31日現在）

④ 大株主（上位10名）

（注）１．当社は、自己株式を405,422株保有しておりますが、上記大株主からは除外しており

ます。

２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。

⑤ 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

（注）当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告「２.（3）④取締役及び監査役の報酬

等」に記載しております。
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発行決議の日 2019年８月28日

新株予約権の数 2,000個

新株予約権の目的となる株式の種類と数
普通株式　200,000株

(新株予約権１個当たり100株）

新株予約権の払込金額 新株予約権１個当たり100円

新株予約権の行使に際して出資される財産の
価額

新株予約権１個当たり42,900円

権利行使期間
2019年９月19日から
2029年９月18日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合
の株式の発行価格及び資本組入額

増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
の定めるところに従って算定された資本金等
増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1
円未満の端数を生じる場合はその端数を切り
上げた額とする。増加する資本準備金の額
は、資本金等増加限度額より増加する資本金
の額を減じた額とする。

新株予約権の行使の条件
当社と新株予約権割当対象者の間で締結した
「新株予約権割当契約書」の定めるところに
よる

役員の保有状況

当社取締役（社外取締役を除く）

保有者数　４名

保有数　1,500個

目的である株式の数
150,000株

(2) 新株予約権等の状況（2024年３月31日現在）
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会社における地位 氏名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 福永健司

株式会社新薬リサーチセンター 代表取締役社長

株式会社ＴＧビジネスサービス 代表取締役社長

株式会社安評センター 代表取締役社長

取 締 役 北島俊一

ＣＲＯ事業本部及び施設運営室担当

株式会社新薬リサーチセンター 取締役

株式会社安評センター 取締役

取 締 役 船橋　泰

ＩＲ＆コーポレート管理室及び情報管理室担当

株式会社ＴＧビジネスサービス 取締役

株式会社新薬リサーチセンター 監査役

株式会社安評センター 監査役

取 締 役 渡部一夫

経理財務部担当

株式会社新薬リサーチセンター 取締役

株式会社ＴＧビジネスサービス 取締役

株式会社安評センター 取締役

取 締 役 清藤　勉
株式会社免疫生物研究所 代表取締役社長

株式会社ＡＩ Ｂｉｏ 代表取締役社長

取 締 役 斎藤穂高 株式会社三菱ケミカルリサーチ シニアコンサルタント

常 勤 監 査 役 友永良二 友永公認会計士事務所 代表

監 査 役 佐藤貴夫

桜田通り総合法律事務所 弁護士

株式会社ファンドクリエーショングループ 社外取締役

株式会社ファンドクリエーション 取締役

監 査 役 本坊正文

株式会社ＭＣＡホールディングス 代表取締役社長

株式会社山鹿蒸留所 代表取締役社長

田苑酒造株式会社 代表取締役会長兼社長

株式会社高畠ワイナリー 取締役

(3) 会社役員の状況

① 取締役及び監査役の状況（2024年３月31日現在）

（注）１. 取締役清藤勉氏及び斎藤穂高氏は、社外取締役であります。
２. 常勤監査役友永良二氏、監査役佐藤貴夫氏及び監査役本坊正文氏は、社外監査役であ

ります。
３. 常勤監査役友永良二氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相

当程度の知見を有しております。
４. 監査役佐藤貴夫氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有

しております。
５. 当社は、常勤監査役友永良二氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定

し、同取引所に届け出ております。

②　責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第１項及び当社定款に基づき、社外取締役及

び社外監査役の全員との間で会社法第423条第１項の損害賠償を限定す
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る契約を締結しており、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定め
る額となります。ただし、その責任限定が認められるのは、その責任の
原因となった職務について善意でかつ重大な過失がないときに限りま
す。

③　役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契

約を保険会社との間で締結しており、当該保険契約により被保険者が負
担することになる損害賠償金・防御費用の損害を填補することとしてお
ります。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は、当社取締役及び当社監査

役であり、全ての被保険者について、その保険料を全額当社が負担して
おります。

④　取締役及び監査役の報酬等
イ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2023年３月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の
報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等につい

て、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方
針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものである
と判断しております。

a.　基本方針
当社の取締役の報酬は企業価値の持続的な向上を図るインセンティ
ブとして十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬
の決定に際しては担当職務、各期の業績、貢献度等を踏まえた適正
な水準とすることを基本方針としています。具体的には、業務執行
取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び業績連動報酬等、
非金銭報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役について
は、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしています。

b.　基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、担当職務、各期
の業績、貢献度等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するもの
としています。

c.　業績連動報酬等に係る業績指標の内容及び額の算定方法の決定に
関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を
含む。)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高める
ため業績指標（ＫＰＩ）を反映した現金報酬とし、各事業年度の連
結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞
与として毎年、一定の時期に支給しております。目標となる業績指
標とその値は、適宜、環境の変化に応じて見直しを行っておりま
す。
なお、指標として連結営業利益を選定した理由は、当社の経営上の
重要なＫＰＩの一つであるためです。また、各取締役の賞与の支給
額の算定にあたっては、当社グループの業績や経営環境、各取締役
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の貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
d.　非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬等は、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るイ
ンセンティブを付与するとともに、株主との一層の価値共有を進め
ることを目的に、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給してお
ります。譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額
は、株主総会において取締役の金銭報酬枠とは別枠で承認を得た年
額40,000千円以内とし、本制度により発行または処分される当社の
普通株式の総数は年５万株以内（ただし、当社の普通株式の株式分
割（当社の普通株式の無償割当てを含む。）または株式併合が行わ
れた場合その他譲渡制限付株式として発行または処分される当社の
普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を
合理的な範囲で調整する。）としております。また、各対象取締役
への具体的な配分については、金銭報酬債権の全部を現物出資財産
として払い込み、当社の普通株式の発行または処分を受けるものと
しています。

e.　取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事
業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報
酬水準を踏まえ、概ね固定報酬が80％、業績連動に係る報酬が
10％、非金銭報酬等が10％となるような割合を基礎として決定して
おります。

f.　取締役の個人別の報酬等の決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長福
永健司がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限
の内容は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案し、各
取締役の基本報酬の額、各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与
の額及び非金銭報酬等の評価配分であります。
なお、委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の
担当職務について評価を行うには代表取締役社長が適していると判
断したためであります。
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役員区分

報酬等の

総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる

役員の員数

(名)
基本報酬

業績連動

報酬等

非金銭

報酬等

取締役

(うち社外取締役)

31,031

（1,800）

22,310

 （1,800）

　－

　（－）

8,721

（－）

7

（2）

監査役

(うち社外監査役)

9,000

(9,000)

 9,000

 (9,000)

　－

　（－）

－

（－）

3

（3）

合　計

（うち社外役員）

40,031

(10,800)

31,310

(10,800)

　－

　（－）

8,721

（－）

10

（5）

ロ．取締役及び監査役に支払った報酬等の総額

（注）１. 2023年6月21日開催の第25期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を
含んでおります。

２. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
３. 当社子会社の取締役兼務に係る報酬等は当該子会社で一部費用を負担しておりま

す。上記の当社負担額と子会社負担額を合計した取締役の報酬等の額は66,710千
円であります。

４. 株主総会の決議（2000年11月10日改定）による取締役報酬限度額は月額20,000千
円であり、株主総会の決議（2000年11月10日改定）による監査役報酬限度額は月
額10,000千円であります。当該株主総会終結時点の取締役の員数は３名、監査役
の員数は１名であります。

５. 非金銭報酬等は譲渡制限付株式報酬であり、2022年６月23日開催の定時株主総会
において、金銭報酬とは別枠で、取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制
限付株式報酬の額として年額40,000千円以内、株式数の上限を年５万株以内と決
議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く。）
の員数は５名です。また、報酬の額は当期において費用計上した額を記載してお
ります。

６. 業績連動報酬等に係る業績指標としている連結営業利益の目標は300,000千円と
しておりましたが、実績は89,436千円でした。
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区　分 氏　名 主　な　活　動　状　況

取 締 役 清 藤 　 勉

当事業年度に開催された取締役会12回全てに出席し、経験豊富
な経営者としての知見から、適宜発言を行っており、当社コー
ポレートガバナンスの強化並びに客観的な立場での経営の監督
において適切な役割を果たしております。

取 締 役 斎 藤 穂 高

当事業年度に開催された取締役会12回全てに出席し、創薬支援
事業領域における豊富な経験や高い見識から、適宜発言を行っ
ており、当社の経営事項の決定及び業務執行の監督等に十分な
役割を果たしております。

常勤監査役 友 永 良 二
当事業年度に開催された取締役会12回全て、監査役会7回全て
に出席し、主に公認会計士としての専門的見地から、適宜発言
を行っております。

監 査 役 佐 藤 貴 夫
当事業年度に開催された取締役会12回全て、監査役会7回全て
に出席し、主に弁護士としての専門的見地から、適宜発言を行
っております。

監 査 役 本 坊 正 文
当事業年度に開催された取締役会12回のうち11回、監査役会7
回全てに出席し、経験豊富な経営者としての知見から、適宜発
言を行っております。

⑤ 社外役員に関する事項

イ. 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

取締役清藤勉氏は、株式会社免疫生物研究所及び株式会社ＡＩ

Ｂｉｏの代表取締役社長であります。株式会社免疫生物研究所と当社

は資本業務提携を行っております。株式会社ＡＩ Ｂｉｏと当社との

間には特別な関係はありません。

取締役斎藤穂高氏は、株式会社三菱ケミカルリサーチのシニアコン

サルタントであります。同社と当社との間には特別な関係はありませ

ん。

監査役友永良二氏は、友永公認会計士事務所の代表であります。同

事務所と当社との間には特別な関係はありません。

監査役佐藤貴夫氏は、桜田通り総合法律事務所所属の弁護士及び株

式会社ファンドクリエーショングループの社外取締役、株式会社ファ

ンドクリエーションの取締役であります。各兼職先と当社との間には

特別な関係はありません。

監査役本坊正文氏は、株式会社ＭＣＡホールディングス及び株式会

社山鹿蒸留所の代表取締役社長、田苑酒造株式会社の代表取締役会長

兼社長、株式会社高畠ワイナリーの取締役であります。各社と当社と

の間には特別な関係はありません。

ロ. 当事業年度における主な活動状況

(注) 上記取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第25条の規定に基づき､
取締役会決議があったものとみなす書面決議が3回ありました。

－ 20 －



2024/05/20 12:13:58 / 23070595_株式会社トランスジェニック_招集通知_電子提供措置用

会計監査人の状況

支 払 額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 35,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財
産上の利益の合計額

35,000千円

(4) 会計監査人の状況

① 名称　　　　　有限責任監査法人トーマツ

② 報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取

引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分で

きませんので、当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額にはこれらの合

計額を記載しております。

２. 監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指

針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬

見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、

会計監査人の報酬につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

③ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、法令及び基準等が定める会計監査人の独立性及び信頼性そ
の他職務の遂行に関する状況等を総合的に勘案し、再任又は不再任の決定
を行います。
　会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断し
た場合は、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任
に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340
条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の
同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定
した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を
解任した旨及びその理由を報告いたします。
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連結貸借対照表

（2024年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産  の  部） （負 債 の 部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形、売掛金及び
契 約 資 産

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

工具、器具及び備品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

の れ ん

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

6,549,505

2,478,229

1,342,735

1,592,915

507,606

127,179

507,679

△6,839

3,261,493

2,142,211

1,082,845

11,218

126,850

896,676

5,920

18,700

533,010

512,287

13,113

7,609

586,271

128,593

1,000

321,978

149,851

△15,151
　

流 動 負 債 2,434,288

買 掛 金 276,141

未 払 金 238,718

短 期 借 入 金 448,000

１年内償還予定の社債 14,000

１ 年 内 返 済 予 定 の
長 期 借 入 金

452,733

リ ー ス 債 務 15,251

未 払 法 人 税 等 43,908

前 受 金 655,548

賞 与 引 当 金 71,761

受 注 損 失 引 当 金 1,661

そ の 他 216,564

固 定 負 債 1,378,246

社 債 123,000

長 期 借 入 金 1,184,570

リ ー ス 債 務 19,506

長 期 未 払 金 13,526

退職給付に係る負債 37,644

負 債 合 計 3,812,535

（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 5,842,463

資 本 金 50,000

資 本 剰 余 金 3,861,314

利 益 剰 余 金 2,067,097

自 己 株 式 △135,948

その他の包括利益累計額 51,420

その他有価証券評価差額金 25,959

為 替 換 算 調 整 勘 定 25,461

新 株 予 約 権 200

非 支 配 株 主 持 分 104,380

純 資 産 合 計 5,998,464

資 産 合 計 9,810,999 負 債 純 資 産 合 計 9,810,999

連 結 貸 借 対 照 表
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連結損益計算書

（自　2023年４月１日
至　2024年３月31日）

（単位：千円）

金 額

売 上 高 13,083,458

売 上 原 価 10,834,194

売 上 総 利 益 2,249,263

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,159,827

営 業 利 益 89,436

営 業 外 収 益

受 取 利 息 102

受 取 配 当 金 175

為 替 差 益 39,286

受 取 保 険 金 7,660

保 険 解 約 返 戻 金 10,635

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 13,785

債 務 勘 定 整 理 益 11,072

そ の 他 5,745 88,462

営 業 外 費 用

支 払 利 息 47,476

事 務 所 移 転 費 用 7,528

手 形 売 却 損 7,107

そ の 他 7,459 69,572

経 常 利 益 108,326

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 53 53

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 3,110

固 定 資 産 除 却 損 2,951

支 払 解 決 金 59,236 65,298

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 43,081

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 48,938

法 人 税 等 調 整 額 △9,844 39,093

当 期 純 利 益 3,987

非支配株主に帰属する当期純損失 98

親会社株主に帰属する当期純利益 4,085

連 結 損 益 計 算 書
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連結株主資本等変動計算書

（自　2023年４月１日
至　2024年３月31日）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 50,000 3,869,990 2,147,300 △76,915 5,990,375

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △84,288 △84,288

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

4,085 4,085

自 己 株 式 の 取 得 △78,617 △78,617

自 己 株 式 の 処 分 △8,676 19,584 10,908

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

－

当 期 変 動 額 合 計 － △8,676 △80,203 △59,033 △147,912

当 期 末 残 高 50,000 3,861,314 2,067,097 △135,948 5,842,463

その他の包括利益累計額
新 株
予 約 権

非 支 配
株 主 持 分

純 資 産
合 計

そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

為 替 換 算
調 整 勘 定

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

当 期 首 残 高 9,064 18,401 27,465 200 104,478 6,122,519

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △84,288

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

4,085

自 己 株 式 の 取 得 △78,617

自 己 株 式 の 処 分 10,908

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

16,895 7,060 23,955 △98 23,857

当 期 変 動 額 合 計 16,895 7,060 23,955 － △98 △124,055

当 期 末 残 高 25,959 25,461 51,420 200 104,380 5,998,464

連結株主資本等変動計算書
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貸借対照表

（2024年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産  の  部） （負 債  の  部）

流 動 資 産 4,521,171 流 動 負 債 413,868

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

前 払 費 用

関係会社短期貸付金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

工具、器具及び備品

土 地

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

そ の 他
　

1,049,495

32,101

8,347

3,342,000

92,592

△3,366

2,420,820

985,923

386,040

4,736

9,368

585,778

1,434,897

126,284

1,290,864

17,748
　

未 払 金 92,447

短 期 借 入 金 30,000

１ 年 内 返 済 予 定 の
長 期 借 入 金

262,071

未 払 費 用 3,866

未 払 法 人 税 等 4,365

前 受 金 8,406

賞 与 引 当 金 1,718

そ の 他 10,992

固 定 負 債 667,365

長 期 借 入 金 660,747

繰 延 税 金 負 債 6,618

負 債 合 計 1,081,234

（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 5,834,824

資 本 金 50,000

資 本 剰 余 金 4,032,130

その他資本剰余金 4,032,130

利 益 剰 余 金 1,888,642

利 益 準 備 金 12,500

その他利益剰余金 1,876,142

　繰越利益剰余金 1,876,142

自 己 株 式 △135,948

評価・換算差額等 25,733

その他有価証券評価差額金 25,733

新 株 予 約 権 200

純 資 産 合 計 5,860,758

資 産 合 計 6,941,992 負 債 純 資 産 合 計 6,941,992

貸　借　対　照　表
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損益計算書

（自　2023年４月１日
至　2024年３月31日）

（単位：千円）

科 目 金 額

営 業 収 益 371,175

営 業 費 用 298,167

営 業 利 益 73,008

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金 14

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 10,856

債 務 勘 定 整 理 益 11,072

そ の 他 1,273 23,217

営 業 外 費 用

支 払 利 息 9,365

支 払 手 数 料 235

そ の 他 81 9,682

経 常 利 益 86,542

特 別 損 失

関 係 会 社 株 式 評 価 損 737,082 737,082

税 引 前 当 期 純 損 失 650,540

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 11,235

法 人 税 等 調 整 額 413 11,649

当 期 純 損 失 662,189

損　益　計　算　書
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株主資本等変動計算書

（自　2023年４月１日
至　2024年３月31日）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本合計
その他資本剰余金 資本剰余金合計 利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計
繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 50,000 4,040,806 4,040,806 12,500 2,622,620 2,635,120 △76,915 6,649,012

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △84,288 △84,288 △84,288

当 期 純 損 失 △662,189 △662,189 △662,189

自己株式の取得 △78,617 △78,617

自己株式の処分 △8,676 △8,676 19,584 10,908

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の

当 期 変 動 額 ( 純 額 )
―

当 期 変 動 額 合 計 ― △8,676 △8,676 ― △746,477 △746,477 △59,033 △814,187

当 期 末 残 高 50,000 4,032,130 4,032,130 12,500 1,876,142 1,888,642 △135,948 5,834,824

評価・換算差額等

新 株 予 約 権 純 資 産 合 計
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 評価・換算差額等合計

当 期 首 残 高 9,122 9,122 200 6,658,334

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △84,288

当 期 純 損 失 △662,189

自己株式の取得 △78,617

自己株式の処分 10,908

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の

当 期 変 動 額 ( 純 額 )
16,610 16,610 16,610

当 期 変 動 額 合 計 16,610 16,610 ― △797,576

当 期 末 残 高 25,733 25,733 200 5,860,758

株主資本等変動計算書
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 城 戸 昭 博

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 甲 斐 貴 志

2024年５月14日

株式会社トランスジェニック

取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ
福　岡　事　務　所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社トランスジェ
ニックの2023年４月１日から2024年３月31日までの連結会計年度の連結計算書
類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書
及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認
められる企業会計の基準に準拠して、株式会社トランスジェニック及び連結子
会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況
を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準
拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書
類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は､意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している｡

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任
は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役
会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役
の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は
含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するもの
ではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読
し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が
監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま
た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候がある
かどうか注意を払うことにある。

連結計算書類に係る会計監査報告

－ 28 －
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連結計算書類に係る会計監査報告

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあ
ると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不
正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示する
ために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結
計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般
に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開
示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取
締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算
書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保
証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表
明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、
個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合
理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ

て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を

保持して以下を実施する。

　・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、

重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続

の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十

分かつ適切な監査証拠を入手する。

　・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明する

ためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応

じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す

る。

　・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者に

よって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を

評価する。
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連結計算書類に係る会計監査報告

　・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であ

るかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な

疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ

るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら

れる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起す

ること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でな

い場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求めら

れている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ

いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな

くなる可能性がある。

　・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注

記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類

が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財

務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算

書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、

単独で監査意見に対して責任を負う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時
期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発
見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における
職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与える
と合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じてい
る場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適
用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士
法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 城 戸 昭 博
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 甲 斐 貴 志

2024年５月14日

株式会社トランスジェニック

取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ
福　岡　事　務　所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社トラン
スジェニックの2023年４月１日から2024年３月31日までの第26期事業年度の計
算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別
注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を
行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益
の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準
拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等
の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国にお
ける職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人と
してのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任
は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役
会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役
の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含
まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するもので
はない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読
し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監
査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、
そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかど
うか注意を払うことにある。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類に係る会計監査報告

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあ
ると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正
又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するため
に経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書
類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公
正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示す
る必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取
締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類
等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証
を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明す
ることにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ
て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を
保持して以下を実施する。
　・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、

重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続
の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手する。

　・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するた
めのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じ
た適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。

　・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者に
よって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を
評価する。
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　・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切である
かどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑
義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められる
かどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合
は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる
可能性がある。

　・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認
められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記
事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎
となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時
期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発
見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における
職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与える
と合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じてい
る場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適
用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書

　当監査役会は、2023年４月１日から2024年３月31日までの第26期事業年度
における取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基
づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の
実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人
からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め
ました。

(2) 各監査役は、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部
門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整
備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその
職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要
な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産
の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締
役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会
社から事業の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適
合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から
成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法
施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締
役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制
システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状
況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表
明いたしました。

③　事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本
方針及び同号ロの各取り組みについては、取締役会その他における審
議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

④　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施してい
るかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状
況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計
監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体
制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品
質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を
受け、必要に応じて説明を求めました。

監査役会の監査報告
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　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細
書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個
別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について
検討いたしました。

２. 監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況
を正しく示しているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違
反する重大な事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め
ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び
取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

④　事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配
する者の在り方に関する基本方針については、指摘すべき事項は認め
られません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３
号ロの各取り組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主
共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維
持を目的とするものではないと認めます。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当で
あると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当で
あると認めます。

2024年５月21日

株 式 会 社 ト ラ ン ス ジ ェ ニ ッ ク 　 監 査 役 会

常勤監査役（社外監査役） 友 永 良 二 ㊞

社外監査役 佐 藤 貴 夫 ㊞

社外監査役 本 坊 正 文 ㊞
　

以　上

－ 35 －



2024/05/20 12:13:58 / 23070595_株式会社トランスジェニック_招集通知_電子提供措置用

剰余金の配当、定款一部変更の件

株主総会参考書類

第１号議案　剰余金の配当の件

　当社は、拡大成長に向けた各種投資を更に積極的に行う一方、株主の皆様

への適切な利益還元を経営における重要課題の一つとして認識し、安定配当

の維持及び継続を基本方針としています。

　この方針に基づき、株主の皆様に信頼性の高い配当政策を継続的に行うこ

と及び当社の現在の財務状況や今後の成長戦略を総合的に勘案した結果、当

期の期末配当金につきましては、以下の通りといたしたいと存じます。

・期末配当に関する事項

① 配当財産の種類

　金銭といたします。

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　当社普通株式１株につき金３円といたしたいと存じます。

　なお、この場合の配当総額は49,781,157円となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

　2024年６月21日を予定しております。

第２号議案　定款一部変更の件

１．提案の理由

　創薬支援事業及び投資・コンサルティング事業の拡大成長を一段と加速さ

せ、企業価値向上を図る上で、純粋持株会社としての当社の位置付けを明確

にするため、「株式会社トランスジェニック」から新商号「株式会社トラン

スジェニックグループ」に変更すべく、現行定款第１条（商号）を変更する

ものであります。

　なお、この定款変更の効力発生日は附則を設け2024年10月１日とし、効力

発生日経過後これを削除するものといたします。
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現行定款 変更案

第１章　総　則

（商号）

第１章　総　則

（商号）

第１条　当会社は、株式会社トラ

ンスジェニックと称し、英文で

は、ＴＲＡＮＳ ＧＥＮＩＣ ＩＮ

Ｃ．と表示する。

第１条　当会社は、株式会社トラ

ンスジェニックグループと称し、

英文では、ＴＲＡＮＳ ＧＥＮＩＣ 

ＧＲＯＵＰ ＩＮＣ．と表示する。

（新設） 附則

（商号に関する効力発生）

（新設） 第１条　定款第１条（商号）の変

更は、2024年10月１日に効力を生

じるものとする。なお、本附則

は、上記の効力発生日経過後これ

を削除する。

２．変更の内容

　変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）
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候補者
番　号

ふ 　 り 　 が 　 な

氏　　　　　名

（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 の 数

１

たか

高
しま

島　
こう

浩
じ

二

（1958年12月15日生）

【新任】

1981年４月　日本通運株式会社　入社

1985年８月　株式会社ボゾリサーチセンター　
入社

2014年４月　株式会社ボゾリサーチセンター　
執行役員　第一営業部・研究企
画部担当

2023年２月　株式会社安評センター　入社　
事業推進本部本部長代理

2023年６月　株式会社安評センター　取締役
事業推進本部本部長（現任）

（重要な兼職の状況）

株式会社安評センター　取締役

-株

【取締役候補者とした理由】
　高島浩二氏は、2023年よりグループ会社である(株)安評センターの取締役として、創
薬支援事業領域での長年にわたる豊富な経験及び知見を基に、経営的・専門的視点か
ら事業推進に努めてきました。今後においても、当社グループにおける創薬支援事業
の発展に大きく貢献するものと判断し、取締役候補者といたしました。

第３号議案　取締役２名選任の件

　経営体制の一層の強化を図るため取締役２名を増員することとし、取締役

２名の選任をお願いするものであります。なお、新たに選任されます取締役

の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時まで

となります。

　取締役候補者は次のとおりであります。
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候補者
番　号

ふ 　 り 　 が 　 な

氏　　　　　名

（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 の 数

２

とみ

冨
た

田　
あき

昭
ひと

仁

（1973年11月14日生）

【新任】

1998年10月　監査法人トーマツ（現有限責任
監査法人トーマツ）　入所

2002年５月　公認会計士登録

2021年８月　当社入社　グループ事業推進部
担当部長（現任）

2023年６月　株式会社ＴＧビジネスサービス　
取締役（現任）

（重要な兼職の状況）

株式会社ＴＧビジネスサービス　取締役

10,000株

【取締役候補者とした理由】
　冨田昭仁氏は、公認会計士として長年にわたり各種業界の企業に対する会計監査、内
部統制構築支援、事業コンサルティング等の業務に従事し、豊富な知識と経験を有し
ております。当社入社後は、グループ事業のガバナンス強化等を推進し、企業価値の
向上に努めてきました。今後においても、当社グループにおける投資コンサルティン
グ事業の発展に大きく貢献するものと判断し、取締役候補者といたしました。

（注）1．各候補者と当社の間には、特別な利害関係はありません。

2．当社は、保険会社との間で取締役全員を被保険者とする会社法第430条の３第１項

に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、当該保険により被保険者が負担す

ることになる損害賠償金・防衛費用の損害を填補することとしております。すべ

ての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。各候補者が

取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。
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候補者
番　号

ふ 　 り 　 が 　 な

氏　　　　　名

（生年月日）

略歴、当社における地位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 の 数

１

とも

友
なが

永　
りょう

良
じ

二

（1958年３月12日生）

【再任】【社外】

1982年10月　等松・青木監査法人（現有限責
任監査法人トーマツ）入所

1986年４月　公認会計士登録

1993年５月　Deloitte&Touche ニューヨーク
事務所（1997年７月帰任）

2001年８月　税理士登録

2001年８月　公認会計士・税理士友永良二事
務所開設　代表

2002年５月　税理士法人トーマツ（現デロイ
トトーマツ税理士法人）参画

2018年８月　友永公認会計士事務所開設　代
表（現任）

2020年６月　当社　社外監査役（現任）

（重要な兼職の状況）

友永公認会計士事務所　代表

-株

【社外監査役候補者とした理由】
　友永良二氏は、2020年より当社の常勤監査役として、公認会計士としての企業会計に
関する専門知識と国内外における監査及びコンサルティングの豊富な経験を基に、実
効性の高い監査や助言等において、適切な役割を果たしていただいております。今後
においても、十分な監督、助言等をいただくことを期待し、社外監査役候補者といた
しました。

第４号議案　監査役３名選任の件

　監査役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

　つきましては、監査役３名の選任をお願いするものであります。

　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は次のとおりであります。
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候補者
番　号

ふ 　 り 　 が 　 な

氏　　　　　名

（生年月日）

略歴、当社における地位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 の 数

２

さ

佐
とう

藤　
たか

貴
お

夫

（1963年８月５日生）
【再任】【社外】

1995年４月　弁護士登録（第二東京弁護士
会）

2001年４月　佐藤貴夫法律事務所開設

2006年４月　慶応義塾大学大学院法務研究科
非常勤講師（現任）

2008年４月　東京簡易裁判所　民事調停委員
（現任）

2008年６月　当社　社外監査役（現任）

2009年５月　株式会社ファンドクリエーショ
ングループ　社外監査役

2011年10月　霞が関法律会計事務所　弁護士

2013年２月　株式会社ファンドクリエーショ
ングループ　社外取締役（現
任）

2013年２月　株式会社ファンドクリエーショ
ン　取締役（現任）

2015年３月　桜田通り総合法律事務所　弁護
士（現任）

2016年３月　株式会社ＡＣＤ　代表取締役

（重要な兼職の状況）

桜田通り総合法律事務所　弁護士

株式会社ファンドクリエーショングループ　
社外取締役

株式会社ファンドクリエーション　取締役

2,380株

【社外監査役候補者とした理由】
　佐藤貴夫氏は、2008年より当社社外監査役として、弁護士として長年の経験により培
われた企業法務に関する専門知識と豊富な経験を基に、客観的・独立的な立場から当
社の業務執行の監督等に適切な役割を果たしていただいております。今後においても
十分な監督と助言をいただくことを期待し、社外監査役候補者といたしました。
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候補者
番　号

ふ 　 り 　 が 　 な

氏　　　　　名

（生年月日）

略歴、当社における地位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 の 数

３

ほん

本
ぼう

坊

 

　
まさ

正
ふみ

文

（1955年５月27日生）
【再任】【社外】

1979年４月　南九州コカ・コーラボトリング
株式会社入社

1998年１月　同社経理部長

2001年４月　同社取締役財務部長

2006年４月　同社常務取締役経営企画室長

2010年４月　同社常務取締役営業本部長

2012年９月　株式会社ＭＣＡホールディング
ス　代表取締役社長（現任）

2013年３月　株式会社ＶｉｎＥｘx山鹿（現
株式会社山鹿蒸留所）　代表取
締役社長（現任）

2019年９月　株式会社高畠ワイナリー　代表
取締役会長

2020年６月　当社　社外監査役（現任）

2020年９月　株式会社高畠ワイナリー　取締
役会長

2022年９月　田苑酒造株式会社　代表取締役
会長

2023年３月　田苑酒造株式会社　代表取締役
会長兼社長（現任）

2023年９月　株式会社高畠ワイナリー　取締
役（現任）

（重要な兼職の状況）

株式会社ＭＣＡホールディングス　代表取締
役社長

株式会社山鹿蒸留所　代表取締役社長

株式会社田苑酒造株式会社　代表取締役会長
兼社長

株式会社高畠ワイナリー　取締役

15,000株

【社外監査役候補者とした理由】
　本坊正文氏は、2020年から当社社外監査役として、企業経営者としての長年にわたる
豊富な経験と幅広い見識を基に、経営的な視点で業務執行の監督等に適切な役割を果
たしていただいております。今後においても、十分な監督と助言をいただくことを期
待し、社外監査役候補者といたしました。

（注）1．各候補者と当社の間には、特別な利害関係はありません。

2．各候補者は、社外監査役候補者であります。

3．各候補者は、現在当社の社外監査役でありますが、監査役としての在任期間は、

本総会終結の時をもって、友永良二氏が４年、佐藤貴夫氏が16年、本坊正文氏が
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４年となります。

4．当社は、友永良二氏、佐藤貴夫氏及び本坊正文氏との間で会社法第427条第１項の

規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており

ます。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める

最低責任限度額としており、３氏の再任が承認された場合は、３氏との当該契約

を継続する予定であります。

5．当社は、友永良二氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同

取引所に届け出ており、同氏の再任が承認された場合は、引き続き独立役員とす

る予定であります。

6．所有する当社の株式の数には、役員持株会における本人持分を含めて記載してお

ります。

7．当社は、保険会社との間で監査役全員を被保険者とする会社法第430条の３第１項

に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、当該保険により被保険者が負担す

ることになる損害賠償金・防衛費用の損害を填補することとしております。すべ

ての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。各候補者が

監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。
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第５号議案　取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のた

めの報酬改定の件

１．改定の目的

　当社の取締役（社外取締役を除く、以下「対象取締役」という。）に対す

る報酬については、2000年11月10日開催の株主総会においてご承認いただき

ました、月額20,000千円以内とは別枠で、2022年６月23日開催の第24期定時

株主総会において、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセン

ティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを

目的に、非金銭報酬として、譲渡制限付株式報酬制度（以下、「本制度」と

いう。）を導入することをご承認いただいております。

　今般、経営体制の強化による対象取締役の増加及び近年の当社の状況等を

総合的に勘案し、譲渡制限付株式報酬の上限を改定することにつきご承認を

お願いするものであります。

　当社における取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の概要は、本

招集ご通知17頁記載の事業報告「２.（3）④取締役及び監査役の報酬等」の

とおりでありますが、本議案が原案どおり可決された場合、当該決定方針を

改定する予定であります。なお、本議案は改定後の当該方針に沿う内容とな

っており、相当であると判断しております。

　また、現在の取締役は６名（うち社外取締役２名）ですが、第３号議案が

原案どおり可決された場合、取締役は８名（うち社外取締役２名）となりま

す。

２．改定の概要

　2022年６月23日開催の第24期定時株主総会において、「対象取締役に対し

て譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、年額40,000千

円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年５

万株以内（ただし、本議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式

分割（当社の普通株式の無償割当てを含みます。）又は株式併合が行われた

場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分される当社の普通株式の総数

の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整しま

す。）」とすることでご承認をいただいておりますが、本議案において、

「対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総

額は、年額60,000千円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普

通株式の総数は年10万株以内（ただし、本議案が承認可決された日以降、当

社の普通株式の株式分割（当社の普通株式の無償割当てを含みます。）又は

株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分される当

社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理

的な範囲で調整します。）」に改定いたしたく存じます。
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　なお、上記の改定点を除いて変更はございませんが、譲渡制限付株式の割

当てに当たっては、当社と対象取締役との間で、大要、以下の内容を含む譲

渡制限付株式割当契約（以下、「本割当契約」という。）を締結するものと

いたします（以下、本割当契約により割当てを受けた譲渡制限付株式を、

「本割当株式」という。）。

（1）譲渡制限の内容

　対象取締役は、譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役その他当社取締

役会で定める地位を喪失する日（ただし、譲渡制限付株式の交付の日の属す

る事業年度の経過後３月を経過するまでに当該地位を喪失する場合につき、

当該事業年度経過後６月以内で当社の取締役会が別途定めた日があるとき

は、当該日）までの期間（以下「譲渡制限期間」という。）、本割当契約に

より割当てを受けた本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分

をしてはならない（以下「譲渡制限」という。）。

（2）譲渡制限株式の無償取得

　対象取締役が、当社の取締役会で別途定める期間（以下「役務提供期間」

という。）が満了する前に上記（1）のいずれの地位も喪失した場合には、

当社の取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当社は、本割当株式

を当然に無償で取得する。

　当社は、譲渡制限期間が満了した時点において下記（3）の定めに基づき

譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

（3）譲渡制限の解除

　当社は、対象取締役が、役務提供期間の間、継続して、当社の取締役その

他当社取締役会で定める地位にあったことを条件として、本割当株式の全部

について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただ

し、対象取締役が、上記（2）に定める当社の取締役会が正当と認める理由

により、役務提供期間が満了する前に上記(1)に定めるいずれの地位も喪失

した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する

時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。

（4）組織再編等における取扱い

　当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全

子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事

項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会によ

る承認を要さない場合においては、当社の取締役会）で承認された場合に

は、当社の取締役会の決議により、合理的に定める数の本割当株式につい

て、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。

　この場合においては、当社は、上記の定めに基づき譲渡制限が解除された

直後の時点においてなお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無
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償で取得する。

（5）その他

　本割当契約における意思表示及び通知の方法、本割当契約改定の方法その

他取締役会で定める事項を本割当契約の内容とする。

（ご参考）

　当社は、本議案が承認されることを条件に、当社の一部の従業員に対し、

上記同様の譲渡制限付株式を付与する予定であります。

以　上
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地図

株主総会会場ご案内図

会場  福岡市中央区天神二丁目５番55号

      レソラ天神　５階「レソラホール」

      TEL　(092)-781-8888(代表)
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ビックカメラ
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地下鉄七隈線天神南駅

地下鉄七隈線天神南駅

岩田屋本館
（NTT-Tビル）
岩田屋本館

（NTT-Tビル）

NTT-KFビル

ビックカメラ

福岡三越

明治通り

交通のご案内

○　西鉄福岡（天神）駅より徒歩２分

○　地下鉄空港線天神駅より徒歩５分

○　地下鉄七隈線天神南駅より徒歩５分

○　天神バスセンターより徒歩３分

（お願い）

　駐車場のご用意はございませんので、お車での来場はご遠慮ください

ますようお願い申し上げます。


